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Ⅰ．論文の構成と内容の要旨 

 

１．論文構成 

論文題目：エシカル・ビジネス概念とその事業モデルとしての従業員所有事業 

      Ethical Business Concept and Employee Owned Business as its  

Business Model 

 

 本論文は、本文（序章、第１章から終章まで）、謝辞、図表一覧、参考文献を含め、全

４５５頁からなる。 

本論文の構成は以下の通りである。 
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本稿で取り扱った先行研究・資料・調査とそれらに対する筆者の主張・考察 ...............16 
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1.1 非営利組織、ソーシャル・ビジネス、営利企業にみられる共通の方向性 ..........38 
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1.6 デュアル・ミッションの同時追求 ........................................................................57 
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２．論文の内容要旨  

申請者は本論文でエシカル・ビジネスの概念を提案、その概念を実践に移すヴィークル

として事業モデル概念の再定義を試み、その上でエシカル・ビジネス・モデルとしての従

業員所有事業を検討し、その所有と経営の結節点に事業モデルとしての有効性の焦点を求

めている。リーマン・ショックを契機とした２１世紀の経済システムの混迷、グローバリ

ゼーションと格差拡大が進展する中、申請者はこれからの営利・非営利組織が向かい得る

ひとつの方向性としてエシカル・ビジネス概念を提示し、その具体的形態のひとつである

従業員所有事業を国際比較をふくめて考察している。 

 以下、本論文の部構成に添って要旨を見て行く。 

 

I エシカル・ビジネス 

 エシカル・ビジネスとは、デュアル・ミッション（社会性ミッションと事業性ミッショ

ン）の同時追求を通じて、全ステークホルダーへの貢献を目指す事業であり、それはゴー

イング・コンサーンとしての組織によって運営される。 

経営者は多様な社会的・環境的課題の中から選択して社会性ミッションを設定する。彼

は事業性ミッションを通じてステークホルダーへの便益提供と責務を全うしつつ、事業採

算性を保証し組織の持続性を企図する。その提供する財・サービスは常にコモディティ化

リスクに晒される。デュアル・ミッションは常に荷重変化し、経営者に優位性とジレンマ

をもたらす。エシカル・ビジネス組織の順調な発展はやがて社会性ミッションの希釈化を

起こす。その時点からその組織は突出した社会性ミッション・ステークホルダーを持たな

いが、全ステークホルダーへの貢献と共生の中で存在を持続させて行く「なりわい化」の

段階に入る。 

 

II 事業モデル 

 デュアル・ミッションを追求するエシカル・ビジネス組織にはよくデザインされたヴィ

ークルが必要である。申請者はそれを事業モデルとして捉える。 

事業モデルとはその事業を特徴づけるストラクチャー（構造＝制度、しくみ）である（狭

義の事業モデル）。ストラクチャーが設定されアプリケーション（運用）を開始すると、そ

の構造が導くメカニズム（機能）が働き始める。メカニズムは組織や人々の動きを規定、

誘導または制約する。それにより組織や人々の間にケミストリー（反応、利害、意識、文

化）が醸成されてストラクチャーに対する潤滑油またはノイズや摩擦として作用し循環す

る（広義の事業モデル）。 

 

III 従業員所有事業 

上述に基づき、エシカル・ビジネス・モデルとしての従業員所有事業を取り上げる。 

 従業員所有事業では従業員がオーナーとなる事（ストラクチャー）で、経営レベルでは
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長期事業計画が策定・実行され、経営の透明性が促進される。現場レベルでは従業員参画

と目標共有、協力的労働環境というメカニズムが働く。その中で「オーナーシップ・カル

チャー（自分たちの会社だという所有・帰属意識と共有文化）」（ケミストリー）が育まれ

る。またステークホルダー意識が自然に育まれ、顧客、取引先との関係性再構築に始まり、

地域社会、サプライ・チェーンを通じての広域な社会への意識、環境意識が高まり、倫理

的事業活動や貢献活動が促される。 

「所有と経営の結節点」設計は「経営の専管性」と「ガバナンス」メカニズムを機能さ

せる。現代の経営環境は高度で頻繁なイノベーションを経営者に要求する。そのため経営

者に「経営の専管性」を付与することが必須である。この相対として、従業員オーナーが

経営者に一定期間経営を委任しつつ監視を続け、必要な時には審判を下す「ガバナンス」

の確保が必須となる。ところが本論文で取り上げた諸事例を検討すると、従業員オーナー

によるガバナンスが機能しない、または間接化、抽象化するという現象が見られる。これ

を「所有と経営の結節点」設計の瑕疵と見るか、あるいはそこに何らかの叡智が組み込ま

れているのか、申請者は以下の検討を通してその発見を試みる。 

 

IV 米国の従業員所有事業 

米国の従業員所有事業は ESOP（従業員株式所有制度）に支えられて成長、民間雇用の

10%を占める。ESOP 採用企業の 65%が過半数従業員所有会社となっている。 

事例：シュワイツァー・エンジニアリング・ラボラトリーズ：従業員約 4 千人、100％従

業員所有の電力制御システム会社。同社事例ではオーナーシップ・カルチャーの正負の二

面性について考察する。 

事例：ボブズ・レッド・ミル：自然派穀物製品メーカー。同社事例では、従業員株式所

有組織と取締役会の間の議決権、任命権のループ構造が発見され、ガバナンスが機能しな

いことが明らかになった。 

事例：ユナイテッド航空：同社は経営立て直しの一環として ESOP を採用、一時は従業

員持株 55%となり、従業員選任取締役を設け、会長人事に影響を及ぼす迄になった。しか

し筆者分析ではこの ESOP 化はオーナーシップ・カルチャーを全く育まず、従業員所有事

業としての要件を満たさないまま業界の混乱と競争に翻弄され、同社は2002年に倒産した。 

 

V 英国の従業員所有事業 

英国では法制が未整備な一方民間での試行錯誤が活発に働き、株式直接所有方式、間接

方式等、多様な形態の従業員所有事業が展開されている。クレッグ副首相が従業員所有事

業の後押しを宣言、2020年迄に GDPの 10%に押し上げるという目標を掲げた（現在は 2％）。 

事例：多様な形態を持つ英国の従業員所有事業：ジャムメーカー、保育所、経営コンサ

ルタント、投資ファンド等多数の事例を通して多様な従業員所有事業の有り様を概観する。 

事例：タワー・コリエリー炭鉱：同社は国営炭鉱会社による閉鎖宣言に対し従業員買収
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をして操業を再開。競争激化の環境下で新市場を開拓、生産量と雇用を増大、多様な地域

貢献を果たした後、採掘を完了して清算した。労働組合、協同組合、株式会社の組合せで

経営され、ガバナンスの機微が繰り広げられた。 

事例：ジョン・ルイス・パートナーシップ（JLP）：現存最古最大の従業員所有事業組織。

百貨店、スーパー等 2 百店超を展開し 8 万人の従業員を擁する。同社憲法には従業員によ

る会長罷免権が規定されている。その中で JLP は大規模なリストラを断行した。従業員所

有会社が所有者である従業員をリストラするという矛盾に JLP はどう対処したのかを見る。 

事例：スコット・バーダー：100%従業員所有化学品メーカー。同社は従業員所有の進展

とともに「所有と経営の結節点」に変更を重ね、ガバナンスを抽象化して行った。 

 

VI 日本の従業員所有事業 

日本では、有限責任会社による従業員所有事業は普及していない。従業員持ち株会制度

は本質的に従業員所有事業とは無縁であり、経済同友会が提唱した日本版 ESOP 導入議論

は立ち消えとなった。筆者は実践活動において、会計・法務専門家と共に現行法制税制下

での従業員所有事業化プログラムを策定した。筆者は諸企業への指導活動を通じて敷衍を

試み、そこから得た知見を通じて今後のさらなる研究に繋げて行くことを企図している。 

 

VII 労働者協同組合 

 労働者協同組合は 18 世紀に英仏でその先駆的事例が見られたが、その後協同組合運動全

体の流れで消費者協同組合が主流となって行く中に埋もれて行った。ただしその中でもス

ペインのモンドラゴンやイタリアの生産協同組合等、一部の成功例が見られる。 

事例：モンドラゴン：モンドラゴンの驚異的成長は、多業種化、巨大化、国際化の渦に

協同組合組織を巻き込んだ。その過程で直接民主主義から間接民主主義への道筋を設計し、

所有と経営の結節点を変化させて行った。 

 

VIII 従業員所有事業のガバナンス 

 ヘンリー・ハンスマンの主張および本論文諸事例を通して、従業員所有事業では従業員

ガバナンス制度が機能していないか間接化、抽象化している事が確認された。しかし筆者

は、日々の業務の中に強力なインフォーマル・ガバナンスが有効に作用している事を発見

した。ガバナンスに必須の要素は、経営者に対する監視力と権限行使力である。従業員所

有事業組織は圧倒的な監視力を備えている。従業員はその事業の全域で業務に携わってお

り、経営者の無能、失敗、専横を即時感知し共有するチャネルを備えている。オーナーシ

ップ・カルチャーに基づく監視力は、経営者に対する相当な圧力として作用する。（かつ最

終手段としてストライキと会社法による株主の取締役罷免権を行使できる。） 

ここで発見されたのは、従業員所有事業では経営の専管性とガバナンスが何らかのケミ

ストリーを醸成するのではなく、オーナーシップ・カルチャーというケミストリーが経営
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の専管性を支え、強固なガバナンスの基盤となる、という事である。 

 

IX 経営史の中に見られるエシカル・ビジネス・アントレプレナーの挑戦 

 最後に筆者は 3 人のエシカル・ビジネス・アントレプレナーの足跡を追い、彼らの中で

デュアル・ミッションがどのように形成され、揺れ、消化され、または消化されずに行っ

たのかを見て行くことで、筆者はデュアル・ミッションの本質の浮彫りを試みている。 

 申請者は、産業革命期に従業員福祉を推進したロバート・オウエン、露骨な資本主義が

跋扈した戦間期に従業員所有事業を確立したスピーダン・ルイス、戦後の国際化と競争激

化の中で非暴力主義と会社の信託統治を実現しながらも独裁を通したアーネスト・バーダ

ーの 3 人を取り上げ、それぞれ英国の産業史の画期にどのようにしてデュアル。ミッショ

ン経営を確立して行ったか、またそれらがいかに矛盾を内包していたかを記述している。 

3 人のうちオウエンのみが事業性ミッション一辺倒からデュアル・ミッション経営を経て、

社会性ミッション一辺倒になって行くという一方向の行動を見せ、そして破綻した。ルイ

スとバーダーはどこまでも事業家だった。彼らは経営困難の時には社会性ミッションをか

なぐり捨てて会社のサバイバルに腐心した。彼らは決して事業性ミッションを社会性ミッ

ションの上位に位置づけなかったが、それでも「事業性なき事業に社会性を語る資格なし」

という事を行動で示した。彼らの中では、デュアル・ミッションは分かちがたいカードの

表裏のようなものだったし、表裏の矛盾を矛盾のまま抱えて走り続けた。そのアンビバレ

ントな価値観の承継のプロセスでは、デュアル・ミッションを言語化して規定せざるを得

なかった。その時点でデュアル・ミッションは「事業性」と「社会性」に二律化し、杓子

定規なものに変容して行った。おそらくそれがルイスとバーダーには我慢ならなかったの

だろう。彼らは後継者達を誹謗中傷し続けた。倫理的かつ独創的な事業を創造した起業家

がかくもあさましく後継者をののしる。申請者はこの事に事業性と社会性の境界の不明瞭

性、不可分性というデュアル・ミッションに元来備わっている本質を見いだしている。 

 

 申請者は本論文を通じて「矛盾の体内化」という問題意識に対峙している。社会に充満

する矛盾に対して、人びとや組織がどちらかの立場を取る、または人びとをそのように仕

向ける仕組みが存在すると、反対勢力との闘争が必然的に起こる。申請者はこれに対し、

矛盾の体内化にその回答を求めており、エシカル・ビジネス概念に「社会性」と「事業性」

の体内化を、従業員所有事業に「資本」と「労働」の体内化を見い出し、これからの時代

における諸組織の課題解決への道筋の提示を試みている。その意図を反映して、申請者は

本論文が研究者と実践者の双方への問題提起となるように構成、記述している。 
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Ⅱ．論文審査結果の概要 

 本論文は今日の市場経済に対する疑問、批判をとおして世界各地で展開しているエシカ

ル･ビジネスを歴史的に考察するとともに、その構造と意義を理論的に明らかにし、エシカ

ル･ビジネスの一形態である従業員所有事業の現状と可能性をイギリス、アメリカなどの事

例調査をとおして研究したものとなっている。理論研究という面とこれからの経済に対す

る実践的モデルの提示という面とを統一的に展開させた優れた研究である。 

 本論文は2014年3月30日に提出され、2014年5月29日に第一回、第二回博士論文審査会を

開催した。審査会においては実践的な研究でありながら、理論研究としても深い洞察がお

こなわれていることに対して、審査委員から評価する意見が示された。とりわけ従業員所

有事業についての研究は日本ではこれまでほとんどおこなわれてきておらず、また諸外国

の研究においてもそれぞれの国の研究であり、世界を横断するような従業員所有事業の研

究は存在しないことから、この点からも世界ではじめての研究といってもよい斬新な研究

であるという評価をえることができた。 

 2014年6月12日におこなわれた第三回公開審査会においては、申請者によるパワーポイン

トを使った30分のプレゼンテーションが実施され、その後に審査委員から質問が出された。

エシカル･ビジネスを安定的なモデルとしてとらえるのではなく、社会性ミッションと事業

性ミッションとのあいだでたえず揺れ動くモデルとしてとらえる申請者の視点や、従業員

所有事業もまたこのふたつのミッションのあいだで動揺しながらも、この事業形態が広が

っていく世界の現実に対する質問などが出され、申請者の適切な対応により、有意義な議

論をすることができた。審査委員からはできるだけ早く出版などのかたちで社会に研究を

公開すべきであり、公開される意義は大きいという意見も強く出されている。 

 2014年6月12日の公開審査会後に開かれた第四回審査会においては、博士論文審査委員会

は全員一致で本論文を合格とするという結論に達した。 

 本論文が評価されるべき点は以下の通りである。 

 第一に今日世界各地で展開され、歴史的にもイギリスでは150年ほどの歴史をもつにもか

かわらず、総合的な研究がおこなわれているとはいえないエシカル･ビジネスを歴史的に明

らかにするとともに、社会性ミッションと事業性ミッションのあいだで揺れ動く経営モデ

ルという申請者独自の視点で明らかにしたことをあげることができる。 

 第二に日本ではほとんど研究がおこなわれておらず、また諸外国の研究をみてもその国

の研究にとどまってきた従業員共同所有事業の研究を、アメリカ、イギリスなどでの事例

研究をふくめて、世界横断的な視点で考察したはじめての論文であるということがあげら

れる。 

 第三に、理論研究であるとともに、高い実践性を併せ持つ研究であり、これからの経済

デザイン、経営デザイン、社会デザインを考察する上でも、多くの研究者に大きな示唆を

与えるであろう研究になっていることもあげておかなければならない。 
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 審査委員からはエシカル･ビジネスの研究をさらに深める上で、本論文の中心事例となっ

た従業員共同所有事業以外の事例もふくめて、より総合的な研究になることを期待すると

の声があったが、そのことについては申請者の今後の研究に期待するものである。 

 公開審査会における申請者の真摯な姿勢もふくめて、研究者としての今後の可能性を示

す論文であり、審査委員会は本論文が博士（社会デザイン学）学位論文にふさわしいもの

であることを、一致して承認することとした。 

 


